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後藤國弘委員長 

 【開会=午前９時５９分】 

 

 ただいまから議会運営委員会を開会したいと思います。

今年初めてですので、また今年もよろしくお願いしたいと

思います。本日の審議事項はタブレット端末の議会運営委

員会フォルダに格納したとおりであります。 

はじめに議会基本条例の達成状況に関する評価点検につ

いてを議題といたします。評価、点検表については１２月

定例会最終日までに提出いただきました。本日はその集計

結果などをもとに市議会としての取りまとめを行っていき

たいと思います。お手元には総括表として、各議員の採点

を取りまとめた評価、自由記述欄への記述を列記しており

ます。あわせて、評価コメント欄には市議会としての総括

及び今後の課題で取り組んでいくことについて、考え方の

素案を挙げさせていただいております。評価の対象とした

項目の順に皆さんのご意見をお聞きしたいと思いますので

よろしくお願いいたします。一番右側が大事なので、そこ

を重点的に、評価コメントです。第１０章までありますけ

ど、今開けたばかりというかたもみえますので、ちょっと

全体を通して読んでいただいて、後でご意見をお伺いした

いと思います。精読時間を設けます。 

検証表についてそれぞれのご意見を伺いしたいと思いま

すが、順番にお聞きしたいと思います。 

 

最も議会としても議員としても達成率が低かったところ

というのが、第６章 災害時における議員及び議会及び議員

の活動ということで、これは達成率は３８．９、４８．９

いうことでかなり低いところにあるということは、これは

ちょっとしっかり頑張ってやらなあかんのかなということ

で隣の方を見ていくと、災害訓練とか、いろんなことを議

会としてもやっていく必要があるんじゃないですかみたい

な話もあるので、ここはしっかりとやっていきたいという

ことと、最も高かったのが広報の部分で、しっかり議員と

しての活動、議会の広報広聴を通した活動というのができ

て、市民の皆様の意見をよく聞けていますというような評

価の中でも、まだまだ頑張って皆さんの意見を聞いてやっ

ていかなあかんというところもあるので、高いところ低い

ところをしっかり見てやっていく必要があるかなと思いま

した。 

 

ありがとうございます。高いところ低いところというご



2 

 

 

川柳委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後藤國弘委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

野口委員 

 

 

 

 

 

南谷佳寛委員 

 

 

 

 

意見でございました。 

 

まずもってお詫びなんですけど、私、今日見させてもら

ってということで、バックライトが見えなくて、ちょっと

解読ができないもので、少し部分的に見させていただきま

した。結構本音の意見が書いてあるという、いいデータだ

と私は思いますけど、集まった皆さんの意見というのは

様々があって、賛否あるわけだけど、これを一本化すると

いう目的ではないので、これをどうするか、こういう意見

があるということを尊重できるかどうかということが大事

なことだとは思うんだけど、最終的に委員長としては、こ

ういう意見があったからこうしましょうという答えがない

わけだから、こういう意見を持った上で、でもこれだけは

ちょっと見過ごせないということを絞って、何か変えてい

くということのルール作りというのは、必要であればこれ

からも意見していこうと思いますので、皆さんの意見の中

から、こいつは見過ごせない、こいつは最もだということ

だけを絞って行きたいなというふうに思っています。取り

まとめのない話ですみませんけど、以上です。 

 

いわゆるご意見を列挙してありますけども、それによる

評価コメントとしてこれがいいかどうかというところを皆

さんに見ていただきたいと思います。この意見は評価コメ

ントの中に入れた方がいいんじゃないかという部分がもし

ありましたらお願いしたいと、結構長いので、今見ただけ

でできるわけではないかもしれませんので、後日、もしあ

りましたら、言っていただければ評価コメントの方へ付け

足していけるものは行きたいなと、そういうふうに思って

おります。 

 

いろんな意見があるので、所見とか自由記述ありますけ

ど、思っていることは多分各議員で提案とかされるでしょ

うから、この評価コメントで問題ないんじゃないかと思い

ます。これ一つ一つ対応しようとするとえらいことになる

ので、これでいいと思います。 

 

これを取りまとめて、市民にわかるように出すというこ

とで、この評価コメント、的確に捉えてあると思いますの

で、このコメントはいいと思います。そして、先ほど後藤

委員が言われたみたいに、災害時の対応については本当に 

議員個人としても議会としても達成率が低いので、このあ
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たりはもっと強化するべきだと思います。 

 

評価コメントの関係で、大半が取り組みの強化が課題で

あるというような評価がされておるのが多いわけですの

で、いずれにしても議会基本条例ですので、やはりそれに

忠実に皆さん議員が一丸となってこれからもっとそういう

課題に向けてやっていかれればいいのかなと思います。防

災の関係なんですけど、防災の関係については、これはそ

ういうことが起きると羽島市防災対策本部ができてからの

動きになりますので、その点は個人で動いていいのか、あ

るいはその辺のところは十分に考えていかなあかんのでは

ないかなと、そんなことを思いました。 

 

ありがとうございます。とりあえずこの評価コメントで

いいかなと私も思っていますけど、ちょっと抜けてるなと

いうものがありましたら、近日中に議会事務局へ申し出て

いただきたいと思いますが、お話しの中では防災に関して

のところがやはり低いので、議会として何か対応しないと

いけないんじゃないかというような話でしたので、これに

関しても議会で何ができるかというのはこれから考えなけ

ればいけないかなと、そういうふうに思っておりますし、

今年１月１日には能登半島地震も起きておりますので、い

ざとなった場合の検証も必要かなと、そういうふうに思っ

ておりますので、この辺は重点的に今後の対応として、議

会として何ができるかということを入れていきたいと思い

ます。その他何かございますでしょうか。 

 

（発言なし） 

 

それでは、この協議結果をもとに全員協議会の報告へ向

けて取りまとめ案をお示しし、次回協議したいと思います

ので、次に行きたいと思います。 

次に質疑時間の取り扱いについて協議したいと思いま

す。議会改革特別委員会での協議内容について、別紙にお

配りしております申し合わせ事項にただし書きを追加し、

予算決算特別委員会が設置されている場合においては、全

ての定例会、臨時会本会議の質疑時間を６０分、討論を２

０分として取り扱うという案であります。委員のご意見な

どありましたらご発言願います。今まで７０分、１０分と

いうところを予算決算特別委員会がある定例会においては

討論を１０分から２０分へ、質疑時間を７０分から６０分
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へという案が出てきておりますので、これについてのご意

見をお伺いしたいと思います。 

 

 特別委員会が設置されている場合というのは、改選で設

置されるので、されたらその期は６０分、２０分という話

で、３月、９月だけ６０分、２０分にするという話ではな

い、そういう解釈だったと思いますけど、設置はもうされ

ているので。 

 

予算決算特別委員会が５月の臨時議会で作られますの

で、これが設置されている場合はというと、全ての定例会、

臨時会本議会の質疑時間をこのようにしたらどうですかと

いう議会改革委員会の答申でございますので。 

 

今まで質疑に７０分も使った人はおられないと思います

ので、ぐっと減らしても構わないと思います。それで、討

論１０分が２０分も１０分以上も討論で使う人はいないん

で、１０分のままでいいと思います。 

 

何か根拠はあるんですか。７０分と１０分というのは。 

 

議会改革特別委員会で協議した結果が６０分、２０分と

いうこと。 

 

そうです。 

 

変更しないといけない理由というのは、長いから議論に

なったんですよね。長いよね、予算決算特別委員会が設置

されているときは質疑を６０分、討論を２０分にするとい

うことで、質疑６０分もいるかな。なんか議会改革らしく

ないなと思って、７０分から６０分になって、討論が１０

分から２０分になったんでしょ。だから、討論は１０分の

ままでいいと思うんだけど、討論を増やしたということで

しょ、質疑を１０分減らしたから討論を２０分にしましょ

うみたいな感じなの。 

 

この点に関しまして、議会改革特別委員会での協議の中

では、本会議での質疑、特に予算決算に関しては特別委員

会で全員が質疑できるというところで、あまり本会議で質

疑をする機会といいますか、時間はあまり多くはない。た

だ、討論に関してはその分、討論する内容も増えてくると



5 

 

 

 

 

 

後藤國弘委員長 

 

 

 

 

野口委員 

 

 

 

 

 

後藤國弘委員長 

 

議会総務課課長

補佐 

 

 

 

 

 

山田委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川柳委員 

 

 

 

 

 

いうところの中で、配分を１０分ずつ見直してはどうかと

いうところでの提案がありまして、今の６０分、２０分と

いう形で協議としては落ち落ち着いたというところになる

と記憶しています。 

 

ここで決めるわけではなくて、議会改革特別委員会の結

論に対して、答申に対して、それを全員協議会へ行くとい

う形ですので、議会改革特別委員会がこういう結論を出し

ましたが。 

 

毎回申し訳ないけど、他の議会も６０分ぐらいなの。７

０分は異常だと思っていた、当選してから。１０分減らし

て６０分というのもなんかなと思って、そんなものなのか

な。羽島市議会だけが質疑の時間がすごい長いということ

はない。 

 

議会改革のときに他市のはありましたか。 

 

議会改革特別委員会での協議の中では他市の状況は並べ

ておりませんが、ただ羽島市議会としては過去、申し合わ

せ、先例で一般質問５０分、質疑７０分、元々討論５分で

あったところが一度、申し合わせの変更で現行の１０分に

なったという推移で成り立っていますという状況について

は説明させていただきました。 

 

過去にはあったんです、７０分しっかり使う、一般質問

のときもそうですけど、そうやって使われるかたもおった、

過去には。今の議会特別委員会等でもいろいろ議論された

んだけど、議論されて一応７０分、１０分になったと思う

けど、７０分使う人は１０分使う。６０分使う人は２０分

使う、使う人は。普通はなかなかここまで使わんけど、た

だそういう問題というのか、そういう経緯で、誰がこうい

うふうに提案されたのかちょっとわかりませんが、別にな

ぶる必要もない気がすると思います。 

 

今、山田委員がなぶる必要がないという、それが胸に刺

さっている、いいふうに刺さっているわけですけど、やは

り１０分を削るということは、議員の権利を１０分削ると

いうことをもう１回胸に秘めた方がいいと思うんです。だ

から、何も制限時間ギリギリまでやれという話じゃなくて、

もしも逆に６０分ですよと言ったら６０分みんながやるぐ
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らいの勢いがあったら、これはいいことだと私は思うので、

もう１０分増やしてくれんかというような活発な議論があ

れば、羽島市議会は生き生きしていると思うので、だけど、

１人の質問が自己満足でやっている質問と、みんなが共有

したらいい質問とがあって、本当にこれをみんなで考えよ

うよと言って交わされる質問、みんながちょっと心に留め

る質問というのは大事だと思うんだけど、そんなもん、他

のところ行って聞けよという話をどんどん質問されても困

るわけで、時間制限というのはあってもいいとは思うんだ

けど、ただ、議員の権利をたかが１０分だけど減らすとい

うことに関しては反対で、６０分の時間制限あるんだった

ら、１０分、２０分で終われば、それでいいふうにいって

いると思うので、あえてなぶらんでもいいという山田委員

の意見に賛成です。 

 

この辺は多分、全協で皆さんのご意見をお伺いした方が

いいかなと思います。確か議会改革では討論の時間をもう

少し増やしてほしいというような意見があった気がして、

討論の１０分はちょっとという委員のかたがみえたような

気がしまして、それを延ばすのであればというところが私

には見受けられたような気がいたしました。 

とりあえず、この素案で全協へ出して、皆さんのご意見、

議員全体のことですので、全協で皆さんの意見をしっかり

とお聞きして揉んでから決定するという方向性がいいかな

と思いますので、そこで今の川柳委員や山田委員の意見や

南谷委員の意見をぶつけていただいて、皆さんの意見と合

わせて決定していけばいいかなと私は思っていますが、ど

うでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

それでは、議会改革特別委員会の協議内容を全協へ一応

持っていきたいと思いますのでよろしくお願いしたいと思

います。 

 

質疑時間について、なぜ議会改革特別委員会でこの協議

をいただいたかという背景なんですけれども、予算決算特

別委員会がまず設置された。これは時間なく質問できると

いうことで、先ほど山田委員言われた、以前７０分という

質疑時間を本会議場でフルに質問されたという議員がおっ

たということですけれども、予算決算特別委員会が設置さ
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れる以前の議会においては、予算、決算についても議場で

質問していたので、それで７０分使う、たくさん時間を使

うということがあったのですが、予算決算特別委員会とい

う質疑の場ができたということを受けて、本会議場での質

疑の時間も実際、それだけの時間を使う議員がいないとい

うことで見直すという、予算決算特別委員会の設置とセッ

トでこれは考える話ではないかということで、議会改革特

別委員会で協議をいただいたという流れがあったというふ

うに認識しております。 

 

そのような流れでございます。先ほども言いましたよう

に、この件に関しましては、いわゆる申し合わせ事項を変

更しなければいけませんので、全員協議会で皆さんに説明

をしまして、そこで協議していただいて申し合わせ事項の

変更を行っていきたいと思いますので、そのことを全議員

へ説明したいということを議長に申し入れたいと思います

のでよろしくお願いします。 

次に、常任委員会活動計画について協議したいと思いま

す。議会改革特別委員会での協議内容について、別紙にお

配りしております計画を委員会が作り、委員間で共有し、

活動することで、委員会の活動の活性化を図ってはとのこ

とですが、委員においてご意見がありましたらよろしくお

願いします。 

 

活動計画なんですが、これは各常任委員会で都度やるの

か、年でそういう計画をするのか、どういうふうにこれを

捉えたらいいですか。委員会がそういう案を作るわけです

か。 

 

そうです。これは常任委員会２年任期というベースがあ

って、その２年の間、常任委員会としての活動計画を作っ

ていきましょうという素案です。 

 

 常任委員会の２年というのは決定なのか。議長は１年で。

議長も２年にしないといかん、私はそう思いますよ。委員

会を２年にするんだったら、議長も２年にしないとあかん

と、これはセットだと思う。 

 

常任委員会活性化案というのは議会改革から出されまし

たので、これについて。 
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 資料はありますか。 

 

いわゆる常任委員会が所管する政策課題への取り組み充

実、そのための各議員、各委員それぞれの取り組みの充実

が必要で、それがあってこそ常任委員会の活性化につなが

るという理念で、こういった対策案を持ってきております。 

 

いいことだと思います。２年というのはまだ決定してな

いんですよね。 

 

まだ決定してないです。 

 

１年でもあった方がいいですよね。各常任委員会で議員

間討議を定例会ごとにやっていますけど、別に定例会のと

きだけじゃなくていいですもんね。活動は委員会ごとにで

きるわけですから、そういったことを実施していくのであ

れば計画的にやっていくことが筋だと思うので、各委員会

で市政の諸課題を抽出して、その課題に向けて視察ですと

か、この表にありますけど、学識経験者の意見を聴取した

りとか、いろいろスケジュールを立ててやっていくという

ことは議会にとっても良いことだと思うので、この常任委

員会の活動計画はいいと思います。賛成です。市民との意

見交換会にもつなげられるし、今回は委員会ごとにやって

いますから、いいと思います。 

 

ポイントは対策１のところで、活動計画や活動報告作成

に議会事務局は関わらないというところと、今年度の各常

任委員会の行政視察報告も各委員が分担して行いましょう

ということであります。ここがポイントの一つかなと思っ

ております。それをするためにはちゃんとした活動計画を

立てて、年間を通して、例えば総務委員会なら総務委員会

のテーマを決める。民文なら民文のテーマを決めて、年間

を通してそれに向けて最終的に結論を出していくというよ

うな形を取ると活性化につながるんじゃないかということ

であります。 

 

基本的には委員会の勉強会か、委員会のこれはどこどこ

に提案するとか、この間にこの結果をこうするべきだとい

うような提案とか、そういう意味のもんやなしに、ただ、

委員会の中の勉強会をするということ、どういう活動をや

るの。 
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藤川議長 

 

 

山田委員 

 

藤川議長 

 

山田委員 

 

 

 

藤川議長 

 

後藤國弘委員長 

 

 

 

 

山田委員 

 

 

 

藤川議長 

 

 

 

 

 

山田委員 

 

 

 

野口委員 

 

後藤國弘委員長 

 

野口委員 

 

 

 

 

年間始まるときに、年間活動計画を作ったうえで活動を

始めましょうということです。 

 

どういう活動をやるの。 

 

それを委員会で最初に決めて、共通の・・・。 

 

委員会でどういう活動方針、要するに講師をそれぞれ呼

ぶとか、あるいは行政視察に行くとかそういうことを言う

わけ。 

 

それも含めて、こんなことをやりましょうというのを。 

 

常任委員会でそれぞれテーマを決めていただいて、それ

について調査研究をしていただいて、それを最終的にホー

ムページ等で公開していきましょうと、その結果報告を。

各常任委員会がそのテーマについて・・・。 

 

それでいいんですが、調査するけど、これをどういうふ

うに生かすんですか。勉強会のためにこういう関係者等と

委員会で会うということですか。 

 

計画の１番の目的は委員会で何をやっていくか目標を委

員で共有してもらうこと。６人の委員が何をやっていくの

か、例えば産業建設委員会だったら観光をやるのか、それ

とも道路をやるのかいろいろあるじゃないですか。今年は

これを重点的にやっていきましょうとか、そのために・・・。 

 

それは各委員会でやらないかんでしょ、だから観光とこ

っちとかというわけにはいかないんですよ、委員会で。だ

から全然違ったことをやらないかんわけですよ。 

 

委員会が所管することですよ。 

 

もちろんそういうことですよ。 

 

山田委員言っとるのは、私たちだけでいい政策だよねと

言って終わらせるのか、行政にちゃんと提案する場がある

のかというところ。 
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後藤國弘委員長 

 

 

 

野口委員 

 

 

山田委員 

 

 

 

 

 

 

後藤國弘委員長 

 

野口委員 

 

 

 

藤川議長 

 

野口委員 

 

 

藤川議長 

 

山田委員 

 

 

 

藤川議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政への提案は毎年やっていますので、行政への提案も

含めて、市民への公開もしていきましょうということです

ね。 

 

今回、議長が行ったじゃないですか。最終的にはそうい

う感じでやる。 

 

今ちょうどその問題出たんですけど、要するに委員長が

市長に提案することをずっと今までやってきたんですね、

今回もやる方向であったけど急に議長が代理とかで議長が

持っていかれたでしょ、そういうのをここで協議しないと

あかん。勝手にぐるぐる変えられて、今まで委員長が全部

一緒について行っていってやっておった。 

 

理由があったんじゃないですか。 

 

１２月定例会最終日にいろいろ出てきたから対応できな

かったわけでしょ。元々は正副議長と委員長と行く予定だ

ったけど、想定外のことがありましたから。 

 

市長のアポの時間がずれたんですよ。 

 

基本的には正副議長、委員長のスタンスは変わってない

ということでしょ。 

 

今回はアポの時間がずれ込んだので。 

 

自分から言わせてもらえば、アポの時間とか、そんなに

時間かかるわけがない。だから、こういうことが議会軽視

というふうに受け止めざるを得なくなるんですよ。 

 

１２月２２日、１２月定例会最終日に私と安井副議長と

２人で市長に提言書を提出しました。本来であれば、議長

副議長、そして委員長と揃って持っていくべきところであ

りまして、当日、市長の日程も組んだ上で予定をしており

ました。ところが本会議の時間が長引きまして、当初市長

と予定していた要望書提出の時間が当初の約束の時間に合

わなかったものですから、市長の予定を待って、市長が空

いたタイミングで持っていったという、そういった背景が

ありました。もし当初のアポイントメントの時間どおりに
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山田委員 

 

 

 

 

 

後藤國弘委員長 

 

 

 

山田委員 

 

 

藤川議長 

 

山田委員 

 

野口委員 

 

 

 

後藤國弘委員長 

 

 

 

 

 

野口委員 

 

 

 

後藤國弘委員長 

 

 

 

 

 

 

持ってくことができたら、議長、副議長それから常任委員

長と要望書を持っていけたというふうに考えております。 

 

当日どれだけ遅れたかしらん、遅れてから、アポが取れ

て行けたということでしょ。それは議会のことですから、

市長がそんなに都合が悪かったら、委員長留めておればい

い。これこそ議長権限で、議会のことですから、こういう

ふうで市長とアポが取れると・・・。 

 

議長が委員長に代理で持っていきますけどいいですかと

確認を取って持って行ったことだと思います。委員長自体

が退散されたというふうに理解していましたけど。 

 

いずれにしても、どういうふうでもいいですけど、それ

はきちっとやっておくべきですよ。 

 

アポもとって時間も調整してやっていました。 

 

そんなの初からわかってたことですから。 

 

十分わかりました。委員長に確認したのは知っているの

で、スタンスは変わってないという確認が議長から取れま

したので、全然問題ないので進めてください。 

 

持っていく、いかないは別として、この活性化案につい

てはこれでよろしいでしょうかということです。議会改革

特別委員会が出した常任委員会活性化案については、これ

で全員協議会で説明したいと思いますけどもよろしいでし

ょうか。 

 

ＯＫしてたよ、当日、産建の委員長。自分副委員長だか

ら知っている。自分のこと棚に上げて言っちゃだめ。その

スタンスは変わっていないというんだったらいい。 

 

当然、この活性化案の最終的なところにあるように、年

間を通しての計画を立てて、最終的に一般市民への公表、

これは計画はこうふうにするというところとか、４月に活

動報告を市議会ホームページで公表したり、それぞれの意

見を市のホームページで公表したり、市民に向けて広く公

開していくことを含め、先ほど言いましたように、行政へ

の提案も今までどおりやっていくという形でありますの
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後藤國弘委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

野口委員 

 

 

後藤國弘委員長 

 

野口委員 

 

 

後藤國弘委員長 

 

 

 

藤川議長 

 

 

 

 

 

野口委員 

 

 

後藤國弘委員長 

 

 

 

 

 

で、この活性化案についてはこのようにしていきたいと思

いますがよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

ではそのように進めさせていただきたいと思います。 

次に議会改革特別委員会協議事項について協議したいと

思います。議会改革特別委員会からの引き継ぎ事項のうち、

海外視察について、議員控室割り当て方法のルールについ

て、議員章、いわゆるバッジについて順に協議したいと思

いますがよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

何かの理由で正副議長がどこかに同行しないといけない

みたいになったら、これは視察じゃないから行けるの。 

 

派遣じゃないですか。 

 

視察じゃないから正副議長は別に海外は行けるけど、議

会として予算は出るの。 

 

例えば海外と友好都市を結んだときに、議長、副議長を

派遣するということはありうるかもしれません。これは視

察とは違うと思いますので。 

 

委員会の協議の中でその話も出たんです。例えば友好姉

妹都市を結んだとか、何かのきっかけで行かなくてはなら

ない場合があるときにはどうなるんですかという話で、原

則という話じゃなかったかなと思うんですが。原則、当面

の間という話だったかと思います。 

 

誰かが行かないといけないということになった場合は外

すということ。 

 

例えば先ほど言われましたように、各常任委員会でどう

してもこの国のここを見なければいけないというような計

画をもし立てた場合に、申し出ていただいて、皆さんで協

議するというようなこともありうるかもしれないので、当

面の間はやらないんですけど、将来的にはあるかもしれな

いという話です。 
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野口委員 

 

後藤國弘委員長 

 

 

藤川議長 

 

 

 

 

野口委員 

 

 

 

 

南谷佳寛委員 

 

後藤國弘委員長 

 

 

 

 

南谷佳寛委員 

 

 

 

 

 

後藤國弘委員長 

 

 

野口委員 

 

後藤國弘委員長 

 

野口委員 

 

 

後藤國弘委員長 

 

 

全くだめという話にはしてないんですね。 

 

当面の間です。当面がどのくらいの期間かはよくわかり

ませんが。 

 

委員の意見の中に当選３回以上とか、３人以内とか、こ

っちの規定がおかしいんじゃないかという、それは意見と

してありました。それは改めないといけないですねという、

なんで３回以上なのかとか、なんで３人までなのかとか。 

 

委員会の視察で、もし仮に行くとなったら、委員会の視

察は予算があるじゃないですか、それは行き先に関わらず

使えるものですか。例えば産業建設委員会の土木の関係で

オランダのヨハネスデレーケの資料館に行きたいとか。 

 

予算の範囲内だったらいいんじゃないですか。 

 

海外視察に関しての規定で、いわゆる海外視察はしない

とか、そういう規定がないので、それが今回のこれで当分

の間を行わないということになってくるのかなと思いま

す。 

 

とりあえずそういう問題が出たときにこれは協議するこ

とであって、当面の間というぼやっとしたのがあるので、

もしそういう行かなければならないということになったと

きに協議すればいいと思うので、今きちっと決めることじ

ゃないと思います。 

 

それでは、このようにいわゆる当面の間うんぬんという

形で・・・。 

 

行政側は行ってないよね。 

 

 昔はあった。 

 

行政が行けて議員が行けんというのもあれなので、昔の

話ならいいけど。 

 

海外視察の件に関してはこのようにしたいと思います。 

次に、議員控室の割当方法のルールについてですけど議
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川柳委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤川議長 

会改革から、会派控室に関する申し合わせ事項の案が出て

おりますが、1 会派控室の割り当ては羽島市議会議員選挙

後の最初の議会において議会運営委員会で原案を作成し、

全員協議会で協議し決定する。それから、会派室の割り当

ては原則として以下のものということで、会派の構成人数

うんぬん。それから同一会派が同室になるように配慮する。

複数のひとり会派等を同室に割り当てることを許容する。

会派構成人数が多い会派から選択する。このような形のル

ールをとりあえず列記されております。控室は任期中の４

年間は原則として固定し、ただし、その期間中、会派構成

等に異動が生じた場合は、その会派の責任において処理す

るというのが最後に規定されておりますが、このような申

し合わせ事項を会派控室の割り当てで追加するということ

ですが、ご意見ございますでしょうか。おそらく現状の流

れを明文化したというような形だと思いますので、次行き

ましょう。 

議員バッジについてです。第３条のところです。議員き

章は議員の任期の初めに１個交付する。ただし、引き続き

その職にあるものについては重複の任期の初めに交付を求

めた者に交付する。き章を紛失し、またはき損したときは

直ちに議長に申し出て、その負担において再交付を受けな

ければならない。この部分と、その議員き章はその職にあ

る者のみはい用することができる。議員としての公務に従

事するときは議員章を着けてくださいという、このような

規程が案として上がってきておりますが、このように進め

たいと思いますのでよろしくお願いします。 

 次に議員手帳について。 

 

私、議員手帳を使ったこともなくて、大事なのは羽島市

議会の印鑑が押してあるページ、この人は羽島市議会の議

員ですよという、あのページだけは尊いものだと思って、

私はずっと持っているんですけど、でも使わないんだけど、

この持っているＩＤみたいなものをもう少ししっかりと、

これだけで、例えば昔、警察手帳というのを捜査のときに

使うんだけど、今、警察手帳も、手帳見せてもあれだけど、

今は警察官のバッジ、金属が入ったＩＤが入ったバッジを

見せて捜査に及ぶということがあるので、身分証の充実の

方が今は大事だと思うので、手帳の代わりに身分証が欲し

いというようなことは思ったことがあります。 

 

それはご提案いただいていたんですけど、今回は審議し
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後藤國弘委員長 

 

 

 

 

 

 

議会総務課長 

 

後藤國弘委員長 

 

 

 

 

 

後藤國弘委員長 

 

 

 

 

 

 

後藤國弘委員長 

 

 

 

 

 

 

 

後藤國弘委員長 

 

 

 

 

 

 

後藤國弘委員長 

 

きれていないということでお願いしたいと思います。 

 

手帳についてですけど、議会改革特別委員会で、全員へ

の配布をやめて、希望する議員が事務局へ申し出て、自費

で購入するということにしてはどうかという協議結果であ

りました。いわゆる欲しい人が議会事務局に言って自費で

購入してくださいということが議会改革特別委員会の結

論。価格はわかりますか。 

 

１０００円くらいです。 

 

いわゆる議会改革特別委員会では、欲しい人は議会事務

局に言って自費で購入してくださいという結論でありまし

たが、このようにしてよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

そのようにして全員協議会で説明をさせていただいて決

定したいと思います。一応ＩＤのと一緒になると便利です

ね。そのように議長へ申し出ることといたします。 

議長さん何かありますでしょうか。 

 

（発言なし） 

 

今後、協議の取りまとめのため、議会運営委員会を開催

したいと考えております。よろしくお願いいたしたいと思

います。２月初めか中旬あたりを目途に議会運営委員会を

開催したいと思いますのでよろしくお願いいたします。日

にち決めますか。２月ですが、５日の週か１３日の週か。 

 

（「５日の週にしたら、２２日議運でしょ」と呼ぶものあり） 

 

 ５日の週で、６日、１０時。次回は２月６日１０時から。

よろしくお願いします。 

 

【委員会終了＝午前１１時１２分】 

 

【協議会開始＝午前１１時１２分】 

 

続いて協議会を開催いたします。議会運営委員会の行政

視察について確認し、報告をいたします。当委員会の行政
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視察は池田市の職員及び市議会議員のハラスメント防止に

関する条例について、町議会におけるハラスメント防止の

取り組み、政治倫理確保の取り組みについて、日程は１月

２９日から３０日にかけて大阪府池田市、岡山県美咲町で

調整し、実施することといたします。視察実施にあたり、

令和５年７月３日に開催されました正副委員長会議におき

まして、議長より行政視察は地方自治法、会議規則のほか、

議員活動に関する申し合わせ事項第２０から行政視察につ

いての確認事項により、公費にて行う委員会の調査活動に

あることを理解していただくよう伝達がありました。委員

におかれましてはご理解の上臨んでいただきますようお願

いいたします。行政視察のフォルダの中に入っております

のでご確認ください。質問事項は既に出してありますけど、

当日しっかり質問していただきたいのでよろしくお願いし

ます。 

これをもちまして議会運営委員会協議会を終了したいと

思います。 

 

【協議会終了＝午前１１時１６分】 

 


